　　　　　　　　
令和７年度
　　　　　　　　　事業計画
社会福祉法人　桑の実福祉会

　　　　

Ⅰ．法人の理念
社会福祉法人桑の実福祉会は、利用者がその有する能力に応じ、地域社会の一員として尊重され、地域において自立した日常生活を、安心した生活が送れるように、社会福祉事業を行ないます。
多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を地域社会において営むことが出来るよう支援いたします。
地域に根差し、地域に開かれた事業所運営を目指し、人と人との繋がりを大切に、地域に頼られ、愛される事業所作りを目指します。

Ⅱ．基本方針

1． 利用者の人権及び自己選択・自己決定を尊重した福祉サービスの実現
2． 職員一人ひとりが働きやすい職場づくりを目指す

3． 福祉サービスの質の向上のために研修を計画的に行い、専門的知識・技術の

　　　習得に努める

4． 各関係機関と連携し、地域のニーズを組み入れ、地域福祉増進のために対応する

5． 健全な法人経営を行うため、透明性を確保し、情報公開やネットワーク機能の

　　　向上に努める。
　法人の事業計画　
　令和７年度は、各施設経営及び事業の実施にあたり、各事業所の特色を掲げ、利用者及び地域から信頼され選ばれ求められる魅力ある施設、職場づくりを推進する。
　改めて、当法人の理念に立ち返り、当法人の役割を職員一人ひとりに浸透させ、法人の必要な取り組みや役割を果たしていけるようにする。
　感染症対策等の危機管理対策においては、法人内のBCP（業務継続計画）、感染対策指針に基づき継続し、利用者及び職員の安全・安心を基本とし、事業を実施する。
　近年厳しい経営状況となる中、令和６年度障害福祉サービスの報酬改定が行われた。Ｂ型事業は平均工賃の水準に応じた報酬体系、生活介護事業はサービス提供時間においての基本報酬区分の見直し、共同生活援助事業は、世話人の配置基準に応じた基本報酬区分が改められる等があった。当法人では、利用者・ご家族ともに高齢化また重度化してきている中、今後の事業の在り方等模索し、法人あり方検討委員会で討議を行う。利用者の方へのニーズの調査等実施をし、平均工賃や定員等事業内容の見直し等、各事業所ごとの今後のビジョンを検討する。
利用者の方のより良い支援をするためには、十分な職員体制が図られることが必要である。最低賃金のアップや物価高騰に対処し、職員の処遇の見直しを図るため、給与表の変更し、給与規定の一部改正を行う。
将来を見通した法人経営を確立するため、各施設の事業予算の執行状況を適宜把握しながら、法人全体の経理を管理し、検証していく。
地域共生社会の実現が求められる中、障害のある無しにかかわらず、お互いに支えあう関係を構築するためには、事業所や関係機関等の繋がりのみならず、地域や福祉以外の分野の連携や協働が必要と思われる。小規模な法人ではありますが、なんらかの形で地域貢献ができるよう模索しつつ、法人の理念及び基本方針に沿って事業を実施する。

Ⅲ．令和７年度の重点項目
1． 利用者へのサービスの質の向上

1 利用者の個々の特性を理解し、知識・技術等の専門性の強化

2 専門職として自覚を持ち、支援内容の質の向上
3 利用者の方の特性に配慮した環境整備に努め、活動の選択等サービス提供の内容の向上
生活介護のサービス内容の維持向上させるために活動スペースの確保のため、隣接のやよい
福祉会の事業所を賃借し、個々のニーズに対応できるようにする。
　２．利用者の安全・安心の確保

1 感染症対策・衛生管理の徹底

2 BCP対策・危機管理（リスクマネジメント）の強化

3 防火・防犯の安全対策
4 福祉避難所としての役割を果たせるような体制強化
　職員の安全管理に対する意識をより高めるとともに、ヒヤリハットの収集と分析により、予測されるリスクへの
適切な対応を行い、利用者が安全・安心して活動できる環境づくりを行う。
　また、自然災害や感染症に対するＢＣＰ（事業継続計画）に沿って、全職員が適切な対応をとることができるよう研修や訓練を実施し、周知徹底を図る。
　福祉避難所としての役割を果たせるよう、計画的に備蓄の確保をする。
3． 虐待防止・人権侵害ゼロの取り組み

1 人権意識の向上を図り、虐待防止の取り組みの強化

2 利用者の自己決定・意思決定支援の取り組み

3 苦情解決・相談体制の充実
4 障害特性の理解を深められるよう幅広い研修の取り組み
虐待防止委員会を開催し、令和７年度の取り組みの目標を掲げる。虐待防止や身体拘束適正化に関する外部研修や施設内研修を進め、人権意識を高め、虐待防止に努める。
支援の実施にあたっては、自己決定・意思決定支援の視点を持ち、個別支援計画の作成や日常的な支援が行えるよう努める。
４．人材確保と人材育成
1 　職場のモチベーションアップと働きやすい、やりがいを感じられる職場作り
2 　働く環境の整備とＩＣＴ化等、業務の効率化を図る
3 　職員研修の充実と資格取得の奨励
4 　ホームページ・SNSでの広報の刷新・大学等の実習生の積極的受け入れ

　　　　人材の確保は、安定的な事業運営には不可欠であり、職員の採用に向けては、法人施設の見学や
　　　職場体験、大学等からの実習の受け入れ、ホームページ等により法人の発信の方策を積極的に行う。
　　　　職場内の業務の効率化においては、情報の共有化を図るためにシステムの導入をする。
　　　　人材の育成は、法人の運営と事業サービスの充実に不可欠であり、知識及び技能の習得と向上を
　　　目的に法人内研修や外部参加研修を実施する。また、自主研修制度を推奨し、資格取得を奨励する。
　　　　また、将来の法人事業の担い手となる管理職の育成、人事異動による職員のキャリア育成を図る。
５．経営基盤の安定・施設整備
1 安定した経営基盤の確立と修繕等のための財源確保
2 職員給与新制度の導入
3 設備・備品の維持管理
4 計画的な施設修繕
　近年厳しい経営状況があるが、各事業所の稼働率も考慮し、各部署の月次会計状況を確認し、第三者機関の会計事務所による状況報告を受け、経営の透明性の向上と施設会計・経理の適正管理の維持を図る。物価高騰はあるが、経費削減に努め、職員処遇の見直しを図るため、給与規定の一部改正を行う。
新規利用者の受け入れを積極的に行い、稼働率の向上を図れるようにする。
設備、備品も計画的に購入を進め、車両管理においても計画的に進める。
　
６，組織体制の見直し
1 法人あり方検討委員会において組織体制の見直し
2 運営体制、運営基盤の安定を図り、業務の効率化等の見直し
事業の経営にあたって法令遵守は、法人並びに職員の責務である。実地指導など、事業管理体制を継続していく。運営に関して、法令遵守の徹底を図る。業務分掌の作成をし、業務の透明化を図っていく。
桑の実福祉会を取り巻く環境は大きく変化している中、当法人の目指すべきものを職員が参画し、継続して
検討していく。この中で、組織体制から地域ネットワーク作りまでの、１２項目を現状の体制の見直しを行う。

７．地域における公益的な取り組み
1 地域交流、関係機関、団体との連携
2 くわのみまつり・境にこにこフェスタ等通しての地域交流事業の実施
3 境地区手をつなぐ育成会の事務局運営
4 なんでも福祉相談事業の啓発と推進
5 　地域と連携した災害支援体制の構築　（伊勢崎市社会福祉法人連絡会の設立の参加）
法人の理念をもとに地域との繋がりを広げるために、地域交流事業を実施し、地域のニーズに基づいた事業のさらなる充実発展に努める。

　　　　境地区手をつなぐ育成会の事務局を受け、行政や役員、地域の方と事業を行う上で、障害を持つ方の教育から成人期までの社会参加の機会の提供等、地域啓発の活動に参画し、運営していく。
　　　地域の社会福祉法人連絡会の設立で、連携した災害支援等の協力体制の確立を図っていく。
Ⅳ．今年度の修繕計画と施設整備計画
1． デイアクティビティーセンターまゆの浴室の大規模改修
2． やよい福祉会を生活介護事業で借用するための環境整備
3． さくらんぼホームB棟の玄関廻り外構整備
4． 災害備蓄の保管倉庫
5． パソコン機器の整備
　　伊勢崎市による指定管理のデイアクティビティーセンターまゆの浴室の大規模改修が予定されている。
　　法人内の事業所のポチパスのシステムの導入による機器と、IT環境の整備を行う。
Ⅴ－Ⅰ　個別支援計画の策定　　

アセスメントにより、本人・家族の要望を聞き取り、個別支援計画原案を策定する。利用者支援は個別支援計画に基づいて実施する。個別支援計画原案の内容は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、適切な支援内容の検討をする。個別支援会議については、利用者本人が参加するものとする。個別支援計画の内容について利用者、ご家族に対して説明を行い、同意を得たうえで交付をする。モニタリングで定期的に行い、利用者の意向を聞き、変更・追加等の希望があれば随時協議して、計画の変更を行う。また、災害時個別支援計画を作成して災害時の安全確保を図る。
Ⅴ－2　モニタリングの実施　

６ヵ月ごとにモニタリングと評価を行い、本人や家族の同意のもとに支援を行う。

Ⅵ．個人情報の管理　　

就業規則に利用者の秘密保持義務を明示し、守秘義務の周知徹底を図る。

自治体から業務を受託している事業者は、業務については当該自治体が遵守しなければならない事項と同様の義務を負うことから、自治体の個人情報保護に関する条例に基づき個人情報保護法を遵守する。

1 守秘義務の遵守徹底

2 本人・家族の同意

3 目的外使用の禁止

4 保存媒体を含む個人情報の持ち出し禁止の徹底

5 文書管理体制の徹底化

6 SNS等の使用に関する同意
Ⅶ．定例会議・各種委員会・各種会議
開催方法については原則対面で実施し、必要に応じてZOOMを活用したオンライン会議で開催する。
理事会・評議員会
	会　議　名
	開催時期
	内　　　容

	　　　監事監査
	　５月
	業務監査及び会計監査

	第1回理事会
	６月頃
	事業報告・計算関係書類及び財産目録　
監事監査報告　次期役員候補者案
定時評議員会の日時・場所・議題　等

	定時評議員会
	　６月頃
	計算書類及び財産目録
事業報告　次期役員の選任等

	第２回理事会
	　６月頃
	理事長及び業務執行理事の選定

	第３回理事会/評議員会
	１１月頃
	補正予算・事業中間報告　等

	第４回理事会/評議員会
	3月頃
	補正予算
次年度事業計画案及び予算案　等

	臨時理事会/評議員会
	随時
	法人の意思決定が必要な事項について


各種委員会
	項　　目
	目標および内容

	虐待防止委員会
	年３回、委員会を実施する。
研修会は、年１回法人全体での研修を実施し、その他外部研修に参加する。
チェックリストの実施（年２回）と改善に向けての検証を行い、職員が　
利用者の人権を尊重し支援に当たれるよう努め、虐待防止への取り組みをする。

	身体拘束適正化
委員会

	年３回、委員会を実施する。　
研修会は、年１回法人全体での研修を実施し、その他外部研修に参加する。　
身体拘束の実施時の検討、適正化に向けた取り組みをする。

	感染症対策委員会
	３か月に１回以上定期的に開催をする。　
全職員を対象に、研修年２回、訓練年２回実施し、衛生管理や感染対策
における適切な知識の普及への取り組みをする。


	BCP策定委員会
	年１回実施　　（研修等の計画的開催）
BCP策定後の評価と見直しの検討
BCP計画に基づいた研修、訓練の実施


	法人あり方検討
委員会

	月に１回実施
法人の課題を各項目ごとに委員より提案し、担当グループごとに話し合い
協議する。

	研修委員会
	管理者会議と同時に開催
職員の資質向上を目指し、各団体の研修の参加や法人内の研修等の検討を行い、様々な分野での研修を組み立てる。


	広報委員会

	毎月１回開催
ホームページの検討、SNSの更新　広報などの情報発信の検討を行う。
閲覧数等のモニタリングを行う。


各種会議
	項　　目
	目標および内容

	職員会議
	月１回実施　司会と記録は毎月交代し、会議録を保存する。

	事業所会議
	月１回実施　各事業所ごとに行い、情報共有をする。

	ケース検討会
	月１回実施。事業所会議にてケース検討実施。　
その他必要に応じて随時実施し、記録を保存する。　　　　　　　　　　　　

	作業支援検討会
	就労継続支援Ｂ型事業利用者対象、年２回実施　（９月　３月）　

	就労支援検討会
	就労継続支援Ｂ型事業/　（就労希望者・就労可能者について検討）

	個別支援計画検討会
	年１回実施　（利用者全員について検討）

	打合せ会議/反省会
	打合せ会議は随時。行事反省会は実施当日（直後）に行い、会議録を作成する。


研修

	研修
	BCPの計画や各種委員会の研修は年間計画を作成し、計画的に実施する。

加盟団体主催の研修・関係団体主催の研修等の外部研修参加を奨励する。
研修委員会が中心となり、スキルアップのための研修を検討する。
新規採用者、経験年数に応じた取り組み、各研修会参加者による伝達講習や講師を招いての法人内の研修を実施する。
また、自主研修制度の利用を奨励する。


　
相談体制

	相談活動
	苦情対応
	苦情対応マニュアルに基づき、丁寧な対応をする。
月～金　随時　担当職員が受付をする。
受付をし、対応した職員は記録を残し、第三者委員の報告をする。

	
	なんでも福祉相談
	相談員が受け付けた地域の困りごとに対応し、解決の糸口を探す。

	
	オンブズマン
	法人内の事業所にて、権利擁護ネットはあとらんどによる月１回の相談会を実施をする。
ヒヤリハット・事故報告等の書類の確認をする。


地域交流
	項　　目
	内　　　容

	広報活動

ホームページ
	ホームページ・SNSを活用して情報を発信する。
また、ホームページ上で、法人の定款、決算の計算書類等を開示する。
広報委員会を中心に更新していく。

	実習の受入
	近隣の特別支援学校の現場実習・福祉系大学等の援助技術実習・社会人の社会貢献活動等の受け入れをする。

	福祉体験
	地域の小中学生の福祉体験等を受け入れをする。

	ボランティア
	行事・活動・作業等のボランティアの受け入れをし、ボランティアの方との交流を深める。

	災害時の
地域協力体制
	近隣の住民の方に消防協力員を依頼をする。　・合同総合避難訓練の実施をする。
災害時の避難場所確保にも地域消防協力員の協力を仰ぐ。
近隣の社会福祉法人との災害時等協力体制がとれるようにする。

	地域交流
文化交流
	法人くわのみまつり・境にこにこフェスタ等諸行事を開催して、地域の人々と交流し、相互理解を深める。
市や地区団体主催の各種行事に積極的に参加する。

	家族連絡会
	総会・３か月に１回程度定例会を開催し、施設からの情報を伝え、家族からの要望を聞き、情報交換をする。
くわのみまつり等、その他行事開催前に会議を開催する。　



職員の福利厚生（法人事業所共通）

	健康診断・インフルエンザ予防接種補助
	それぞれ、年１回実施をする。

	福利厚生センター（ソウエルクラブ）
	事業者が加入し、慶事のお祝いや親睦やリフレッシュを目的をした旅行や食事の割引サービスを提供する。

	民間社会福祉施設等退職手当共済制度
	各種祝い金と退職の慰労金を支給する。


Ⅷ―（1）日中活動系（通所系）サービス
	事業所の名称
	事業の種類
	事業の目的

	指定障害福祉サービス

事業所くわのみ（多機能）
	第二種社会福祉事業
（障害者総合支援法に基づく

就労継続支援Ｂ型事業）
（定員２４名）
	利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び
能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を行う。


	
	第二種社会福祉事業
（障害者総合支援法に基づく

生活介護事業）
（定員１５名）
	利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護（及び支援）を要する利用者に対して、入浴、排泄、又は食事の介護、創作活動又は生産活動の機会の提供と、その他の便宜を行う。


	伊勢崎市桑の実福祉作業所
	第二種社会福祉事業
（障害者総合支援法に基づく

　　地域活動支援センター

　　市町村事業/指定管理）
　（定員１７名）
	利用者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
通所により、創作活動又は生産活動の機会の提供を行い、社会との交流の促進を

図る。また、日常生活に必要な便宜の供与を適切に行う。


	デイ・アクティビティ

センター　まゆ
	公益事業（指定管理）
（群馬県在宅重度心身障害者等

デイ・サービス事業）
（定員６名）
	在宅の重度心身障害者等のうち、既存の

施設等への通所が困難な人に対し、市町村が通所の場を設け、日常生活訓練、機能訓練、養護等を行うことにより、重度心身障害者の地域生活を援助するとともに、介護を行う家族の負担を軽減する。


	伊勢崎市あずま福祉作業所
	第二種社会福祉事業
（障害者総合支援法に基づく

　地域活動支援センター

　　市町村事業/指定管理）

（定員１５名）
	利用者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

通所により、創作活動又は生産活動の機会の提供を行い、社会との交流の促進を

図る。また、日常生活に必要な便宜の供与を適切に行う。



Ⅷ－（２）相談支援事業　　
	事業の名称・事業所名称
	事業の内容
	事業の目的

	指定特定相談支援事業

指定特定相談支援事業所
　　　　　　　にじ

	障害者総合支援法に基づく

相談支援事業

（第二種社会福祉事業）
	障害児者の家族・介護者等の相談に応じて適切な情報提供を行い、権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活・社会生活を送れるように支援する。


Ⅷ－（３）居住系（ホーム）サービス
	事業所の名称
	事業の種類
	事業の目的

	さくらんぼホーム

　　　

共同生活援助
	第二種社会福祉事業
共同生活援助
定員２２名

（居住５箇所）

・さくらんぼＡ棟

・さくらんぼＢ棟
・さくらんぼＣ棟
・まつぼっくり
・ライムA棟
	グループホーム
（介護サービス
包括型）

	利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において、相談及び入浴、排泄、又は食事の支援その他の日常生活上の援助を行う
5つのホームの特色を活かしながら、防犯対策等で連携し、日常生活と支援の質の向上を目指す。


Ⅷ－（４）その他の事業

	事業の名称
	事業の内容
	事業の目的

	障害者地域生活支援事業
（日帰り短期事業）
	障害者総合支援法に基づく

障害者地域生活支援事業
（旧：日中一時支援事業）
《委託自治体》

　・伊勢崎市
　・太田市
（障害福祉サービス事業所

くわのみで実施）
	障害者及び障害児が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、障害者等の福祉の増進を図る。


Ⅸ　勤務する職員（職員の配置）
　Ⅸ－１　　日中活動系（通所系）サービス
	　　　　　　　　　　　　　　　総合施設長1名（常勤・くわのみ施設長兼務）

	事務長1名（常勤・ホーム管理者兼務）

	　事業所

職種
	くわのみ

・就労継続Ｂ型

・生活介護
	桑の実福祉

作業所
	まゆ
	あずま福祉
作業所

	指定特定相談支援事業所

にじ

	施設長・所長
	１名（常勤）
	１名（常勤・支援員兼務）
	１名（常勤・
支援員兼務）
	１名（兼務）

	リーダー

	１名（常勤）
（サビ管兼務）
	
	
	

	フロアリーダー
	２名　（常勤）
	１名（常勤）
	１名（常勤）
	
	

	サービス管理
責任者
（必須配置）
	１名（常勤）
（2事業兼務）
	
	
	
	

	サービス
管理補佐
	2名（常勤）
（支援員兼務）
	
	
	
	

	生活支援員
（配置基準あり）
	１２名（常勤）
※事業所内
兼務あり
	３名（常勤）

※うち１名
フロアリーダー兼務
	４名（常勤）
＊うち１名は所長兼務
１名（非常勤）
	３名（常勤）

＊うち１名は

所長兼務
	

	相談支援専門員
	
	
	
	
	1名（常勤）

	職業指導員

（B型必須）
	３名（常勤）

（事務・支援員兼務）
	
	
	
	

	目標工賃達成

指導員（B型）
	１名（常勤）
（サービス管理補佐兼務）
	
	
	
	

	看護師
（生活介護事業

必須）
	1名（非常勤）
	
	
	
	

	事務員
（事務長を含む/配置基準なし）
	３名（常勤）
うち２名は生活支援員兼務
	
	
	
	

	事業所ごとの計
	18名
	３名
	５名
	３名

	１名

	合　　計
	　　　　　　　　　　　３０　名　（１名兼務）


Ⅸ－２　　居住系（グループホーム）サービス
	職　　種
	常勤
	非常勤

	管理者　１名
（必須配置）

兼務　常勤兼務１名
	サービス管理責任者１名
（必須配置）
（生活支援員　兼務）
	世話人　
生活支援員
	６　人
うち３名常勤兼務

	　９　人


　障害福祉サービス事業所くわのみ
1． 施設（事業）の概要
運営方針
地域社会との結びつきを大切にし、利用者の家族や関係機関との連携のもとで、ニーズに応じた開かれた施設運営を行い、地域生活を支援する。
多機能事業所としての利用者支援の充実を図り、就労継続支援B型と生活介護事業の役割を職員が相互に理解し、効果的な連携を行う。
　新規利用者の受け入れを積極的に取り組み、地域のニーズに対応できるようにする。
就労継続支援B型事業
＊生産活動（作業）を中心とした支援を行う。
＊企業からの委託作業と伊勢崎市からの施設外受託作業の安定した作業提供ができるよう取り組む。

＊利用者の高齢化に対応できる支援スキルの習得に努める。

＊余暇活動にも取り組み、利用者の体力維持・増進に努める。

生活介護事業
＊利用者の活動空間の確保のため、やよい福祉会の作業棟を借用し安心して活動できる環境を提供する。
＊利用者の個々の特性を配慮した、充実した日中活動を提供できるようにする。
＊利用者個々の生活能力を向上させることを目的とした課題活動を中心とし、集団活動と個別活動を組み合わせたプログラムを提供する。

＊強度行動障害という特性を持つ利用者に対応できる職員体制を整える。
＊多角的な視点を持ち、利用者の関係調整を丁寧に行い、。
＊自己決定・意思決定支援の取り組みを重視し、選択できる活動を提供する。
	施設の種類
	障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所　
群馬県指定第　　１０１０４０００８１　号

	施設の名称
	く　わ　の　み

	事業の種類
	①就労継続支援Ｂ型事業　　　②生活介護事業　　　（多機能）

	所　在　地
	群馬県伊勢崎市境女塚２８８３-１
群馬県伊勢崎市境女塚２８８３-１２（賃借）（生活介護事業）

	電 話 番 号
	０２７０-７４-０８１１

	開設年月日
	平成８年４月１日

	利 用 定 員
	1 就労継続支援Ｂ型事業　２４名　　　　　②生活介護事業　１５名

	事業の目的
	就労継続支援
Ｂ型事業
	利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び
能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を行う


	
	生活介護事業
	利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護（及び支援）を要する利用者に対して、入浴、排泄、又は食事の介護、創作活動又は生産活動の機会の提供と、その他の便宜を行う


	日中一時支援事業
（日帰り短期事業）
	伊勢崎市及び太田市からの委託により、児童及び知的障害者短期入所
事業の実施施設として、日中の受け入れ支援を行う。


２．就労継続支援B型

【日課表】
	
	時　刻
	実　施　事　項
	時　刻
	実　施　事　項

	
	8：30
	職員打合せ・送迎車出発
	13：00

	体操
作業及び活動再開

	
	9：00
	自主通所者登所・
作業及び活動開始
	
	

	
	9：30
	送迎車到着・体操
利用者朝の会
作業及び活動開始
	14：30
	休憩

	
	
	
	14：45
	作業及び活動再開

	
	10：45
11：00
	休憩　水分補給
作業及び活動再開
	15：30
	作業・活動終了・
清掃・帰りの会・送迎車出発

	
	12：00
	昼食・歯磨き・
	16：00
	解散

	
	
	昼休み
	17：00
	職員　報告会及び打合せ


３　就労継続支援B型　【年間行事予定】
	月
	施　設　行　事
	外部団体等主催の行事

	４
	　　　
	

	５
	内科健診　　避難訓練　　グループ活動
	

	６
	歯科検診　　大掃除
	

	７
	
	育成会県大会

	８
	　　　　
	きょうされん盆踊り大会（オンライン）

	９
	避難訓練　　　グループ活動
	福祉パレード　　　　スポーツ大会

	１０
	胸部Ｘ線撮影　　日帰り旅行

	くわのみまつり・育成会グランドゴルフ大会　　　　　　　　　　　　

	１１
	内科健診　インフルエンザ予防接種　大掃除
	産業祭/つながりフェスティバル

	１２
	クリスマス会　　避難訓練　　冬休み
	境にこにこフェスタ
育成会クリスマスレクリエーション会
育成会作品展

	１
	初詣　　　新年会食事会
	ゆうあいフェスティバル

	２
	避難訓練　　　　　　　　
	育成会いきいきゆうあい事業
きょうされん国会請願街頭署名活動

	３
	花見　　年度末イベント行事
	


【月間行事】　・お楽しみランチ　・お楽しみおやつ　（隔月実施）
【年間行事】・日帰り旅行（年１回）
・グループ外出支援（年２回）　（　5月・９月　）　
・余暇支援（レクリエーション・外出活動等）

・季節の行事　（花見・七夕・夏のイベント・クリスマス会等）
・理学療法士によるストレッチ・健康維持活動のための身体活動
４　就労継続支援B型　【支援内容】
	種類
	内容
	詳　　　　　　　　細　　　　　　　　　

	日常生活支援
	食事
	利用者の状況に応じて適切な食事支援を行なう。

	
	排泄
	利用者の状況に応じて適切な排泄支援を行なう。

	
	整容/歯磨き/洗顔
	個性に配慮し、適切な整容が行なわれるよう支援する。

	
	着脱衣
	寒暖に配慮して､適切な支援を行なう。

	
	移動（活動時）
	利用者の状況に応じ、安全に移動する支援を行なう。

	医療
及び

健康管理


	バイタルチェック
	１日２回の検温　必要に応じて血圧測定

	
	体重測定
	月１回　体重測定を行う。

	
	内科検診
	年２回　嘱託医による健康診断を行なう。（田島医院）

	
	インフルエンザ予防接種
	年１回　嘱託医による健康診断と一緒に実施（田島医院）

	
	歯科検診
	年１回（小此木歯科医院）

	
	胸部Ｘ線撮影
	年１回（健康づくり財団）

	
	理学療法（PT訓練）
	月１回、必要の方に理学療法士による機能訓練を行う。

	
	服薬の支援
	必要があれば利用者の状況に応じて､適切な服薬の支援を行なう。

	生産活動
＊工賃

支払日

毎月
１０日


	公園清掃
	市内１７箇所。地域での社会的役割を意識し、確実な作業遂行の支援を行う。

	
	花壇植栽
	市内1カ所（駅前花壇）
年２回の植栽を行い水やりや除草を実施できるように支援する。

	
	文書仕分（配送）
	境地区の区長宅４０軒。配布物を確実に届けられるように支援する。

	
	ホチキス針箱のパック詰め
	異物の混入に注意し､完全な製品ができるように支援する。


	
	自動車部品の
商品加工作業
	ナイロンリボンを機械を使用しカットし、布に紐を通す。
作業内容等納期を確認し、完全な製品ができるようにする。

	
	自動車部品の
バリ取り
	部品の取り扱いに留意し、正確に作業が行えるように支援する。

	
	住宅建材部品の
袋詰め
	作業内容と納期を確認し、完全な製品ができるように支援する。

	
	水道パッキンの
袋詰め
	作業指示通り、完全な製品ができるように支援する。


	
	リサイクルショップの玩具の袋詰め
	生産数を意識し、異物の混入に注意して、完全な製品が出来るように支援する。

	
	アルミ箔の分別
	アルミ箔とシートを分別し、納品できるようにする。

	
	ストックヤードの
　　　施錠と清掃
	施錠と開錠、周辺清掃を、安全に確実に行えるように支援する。

	
	グループホーム清掃
　ごみ処理運搬他
	グループホームの清掃、除草を請け負い安全に行えるように支援する。施設でのごみ処理運搬を担い、施設環境を整える。

	
	工賃向上（B型）


	地域で生活するための所得保障として、工賃を向上させるために、生産活動支援の拡充を図る。

	
	その他
	必要に応じ、利用者の作業能力を勘案し受注作業を開拓する。


５　就労継続支援B型　【工賃向上支援】
　地域て生活していくための所得保障となるよう、高い工賃を支給し、工賃がさらに向上できるように継続的な支援を行う。
【くわのみ就労継続支援Ｂ型事業　令和７年度　目標工賃】
	年間売上高
	　１０，２００，０００円

	工賃支払高
	７，０００，０００円

	支払延人数
	　　　　　　５，５２０人

	平均工賃月額
	２５，５００　円


６　その他　活動・地域交流事業

	就労支援
	随時
	利用者の希望に基づいて、就労の場を開拓し、関係機関と連携し、実習等の実施､職場定着支援、アフターケアを行なう。
就労支援協議会に参加し、地域の施設やハローワークとの連携が図れるようにする。

	活動支援
	社会参加・余暇活動
	自己決定、意思決定支援を尊重し、活動内容の希望を聞きながら、選択等の取り組みを実施する。
また、必要に応じて外部ボランティアの方に依頼し、地域の方との交流が図れるようにする。
旅行　誕生会　食事会　創作活動　季節の行事　その他の活動

	安全支援
	避難訓練
	年４回　実施　（年１回地域消防協力員との合同訓練実施）
BCPの計画に基づいた訓練を実施

火災・大規模地震等の想定に加え、水害を想定した訓練も行う。


地域交流事業
　・伊勢崎市社会福祉協議会のボランティアセンターと地域で活動をしている芸能披露をする団体
　等を紹介してもらい、施設に訪問してもらい交流を図る。
　・３か月に１回　（年４回実施予定）　
・おんたけサロン
境地域福祉センターが主催する障害のある方のサロンの活動に参加する。
７月１８日　　（輪投げ・ホットケーキ作り・ビンゴ）
１０月１７日　（ボッチャ・ドッチビー・クレープ）
・オレンジカフェ　（おんたけやま）
　認知症予防と地域の交流の場として開催されており、高齢の利用者の方を中心に
　参加し、体操やレクリエーションを楽しみ、体力維持・認知症の予防に努める。
　月に１回　　境地域福祉センターにて
・いせさき福祉ふれあいマルシェ

　伊勢崎市東館で開催される障害者就労施設等による物品の販売、作品展示等に行き、
　買い物等の外出活動を行う。
　・月１回程度　　（グループ活動にて）
７　生活介護【日課表】
	
	時　刻
	実　施　事　項
	時　刻
	実　施　事　項

	
	8：30
	職員打合せ・送迎車出発
	13：00
	活動再開

	
	9：00
	自主通所者登所・
バイタルチェック
	14：30
	休憩


	
	9：30
	送迎車到着
水分補給　活動開始
	14：45
	活動再開

	
	
	
	15：00
	バイタルチェック

	
	10：30

	休憩　水分補給
活動再開
	15：30
	作業・活動終了・
清掃・帰りの会

	
	12：00
	昼食・歯磨き・
	16：00
	解散・送迎車出発

	
	
	昼休み
	17：00
	職員　報告会及び打合せ


８　年間行事予定　
　【生活介護】
	月
	施　設　行　事
	外部団体等主催の行事

	４
	花見　　　
	

	５
	内科健診　・避難訓練　
	

	６
	歯科検診　選択活動
	

	７
	
	育成会県大会

	８
	大掃除　　夏のイベント（バーベキュー）　　　　
	きょうされん盆踊り大会（オンライン）

	９
	避難訓練　　　　
	福祉パレード　　　　スポーツ大会

	１０
	胸部Ｘ線撮影　日帰り旅行

	くわのみまつり　育成会グランドゴルフ大会　　　　　　　　　　　　

	１１
	内科健診　　　　インフルエンザ予防接種
	産業祭/つながりフェスティバル

	１２
	クリスマス会　避難訓練　大掃除　冬休み
	境にこにこフェスタ
育成会クリスマスレクリエーション会　
育成会作品展

	１
	新年会食事会
	ゆうあいフェスティバル・

	２
	避難訓練　　　　　　　　
	育成会いきいきゆうあい事業

	３
	選択活動　年度末イベント行事
リサイクル還元活動
	


【生活介護】
　（月～金）・自立課題活動　　　・個別活動支援　　　・近隣散歩
　（月間活動）
・月１回　企画活動（創作活動中心とし、季節に応じた活動等を実施）
・選択活動　年２回　（活動を選択する機会を提供し、活動支援を実施）
・誕生日活動　　　（個々の希望を聞き、職員と個別外出支援を実施）
・あずま福祉作業所との合同ミュージックケア　（不定期）　　
・季節の行事（花見・初詣　他）
（地域交流事業）
　芸能活動交流　　　　　　　　　　年４回実施　３か月に１回
・おんたけサロン　　　　　　　　　年２回　境地域福祉センター

９　生活介護　【支援内容】
	種類
	内容
	詳細

	1 日常生活支援
	食事
	利用者の状況に応じて適切な食事支援を行う。

	
	排泄
	利用者の状況に応じて適切な排泄支援を行う。

	
	整容/歯磨き/洗顔
	個性に配慮し、適切な整容が行なわれるよう支援する。

	
	着脱衣
	寒暖に配慮して、適切な支援を行なう。

	
	移動 （活動時)
	利用者の状況に応じ、 安全に移動する支援を行う。

	2 医療及び健康管理
	バイタルチェック
	日／2回の検温、週／2回看護師による血圧測定及び問診を行う。

	3 
	体重測定
	月1回

	
	内科検診
	年2回 嘱託医による健康診断を行う。 (田島医院)

	
	インフルエンザ予防接種
	年1回 嘱託医による健康診断と一緒に実施(田島医院)

	
	歯科検診
	年1回 (小此木歯科医院)

	
	胸部X線撮影
	年1回 (健康づくり財団)

	
	服薬の支援
	必要があれば利用者の状況に応じて、適切な服薬の支援を行う。

	
	理学療法（PT訓練）
	毎月１回理学療法士による機能訓練を行う。

	4 活動支援
	機能向上支援
	個々の能力を活かした課題活動の提供を通して機能向上を目指す。

	5 
	創作活動支援
	自己表現・自己実現の機会となるような創作活動の提供を行う。

	6 
	体力の維持・向上のための支援
	散歩等戸外活動を通して利用者の体力の維持・向上に繋がる支援を行う。

	
	社会参加活動
	買い物活動や外食活動、地域でのレクリーション活動等に積極的に参加できるよう支援を行い、社会性の向上に繋がるよう支援を行う。

	
	意思決定支援
	選択する機会を設け利用者が自己決定・自己選択できるよう必要な支援を行う。

	
	強度行動障害者支援
	強度行動障害がある利用者に対し、専門的な知識を持った職員が適切な支援を行う。

	
	企画活動支援
	月／1回の企画活動を中心に、季節に応じた活動等を行う。

	
	個別活動支援
	個々のニーズに合わせたきめ細やかな支援や環境整備を必要に応じて行う。

	
	事業所交流
	法人内の他事業所との交流を通して社会性の向上を図る。

	7 作業支援
	リサイクル活動
	回収依頼に応じて公共施設のダンボール回収に出向き、回収時には適切に作業が行えるよう必要な支援を行う。

	
	クリーン活動
	施設周辺の地域清掃活動に行き、清掃時には適切に作業が行えるよう必要な支援を行う。また、活動を通して地域への啓発活動に繋がるよう努める。

	8 安全支援
	避難訓練
	年4回実施 (年1回地域消防協力員との合同訓練実施)

火災大規模地震等の想定に加え、水害を想定した訓練も行う。

	9 相談活動


	苦情受付
	月~金 随時 担当職員が受付

	
	なんでも福祉相談
	相談員が受け付けた地域の困りごとに対応し、解決の糸口を探す。

	
	オンブズマン
	権利擁護ネットはあとらんどによる 月1回の相談会


7
16

